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　住民の皆さんを安全な場所に避難さ
せること
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　避難住民に対する避難場所の提供や
医療の提供などの支援を行うこと
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　武力攻撃等に伴う被害をできるだけ
小さくするために必要な措置を実施す
ること
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�毒性物質などの大量散布による攻撃（サリンや炭疽菌など）
�大規模集客施設への攻撃（駅・列車・劇場などの爆破）
�危険物質を有する施設への攻撃（原子力発電所・ガス貯蔵施設）
�交通機関を破壊手段とする攻撃（航空機による自爆テロなど）
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�弾道ミサイルによる攻撃
�航空機による攻撃
�着上陸侵攻
�ゲリラ、特殊部隊による攻撃
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　国民保護措置に関する基本方針や町の地理的、社会的特徴、町計画で対象とする武力
攻撃事態などについて記載しています。
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　武力攻撃事態において初動体制を確立し、関係機関からの情報などを迅速に集約・分
析して、その被害に応じた応急活動を行うことなどについて記載しています。
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　町対策本部などの設置、警報の伝達、避難住民の誘導などに関し、その内容、方法な
どについて記載しています。
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　応急の復旧や国民保護措置に要した費用の支弁などについて記載しています。
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　「平泉町国民保護計画」は、町ホームページで計画書全文を掲載しています。
�������������http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/
��������	
��http://www.kokuminhogo.go.jp/
��������総務企画課　�46-5578

　警報のサイレン
音は、国民保護ポ
ータルサイトで確
認できます。
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　直ちに屋内に避難し、状況に応じ
て町が指定する一時避難場所など、
安全な場所へ避難する。

�防災行政無線、テレビ、ラジオな
　どを通して正確な情報の収集

　町が指定する一時避難場所（町内小・中学校、地区公
民館など33カ所）へ避難する。一時避難場所で現状や今
後の対応について説明を受け、指示に従い、さらに安全
な場所へ避難する。

�食料や飲料水などの備蓄
�近隣住民等とのコミュニケーショ
　ンづくり（自助・共助）
�訓練への参加
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